
問合せ先：一般財団法人泉佐野みどり推進機構
  TEL：０７２-４６６-２００２

詳しくはこちらから

● 予約制（事前に操作説明を受けていただきます）
● １回の貸出期間は、最長７日間
● １日での利用時間は、午前９時～午後４時まで
● 利用料金：無料（燃料代は利用者負担）
● 機械の運搬を希望される方はご相談ください。
● 返却時は必ず泥や絡まった草など、機械を洗浄してください。
● 第３者への貸与は固く禁止します。

利用方法

● トラクター（ 22 馬力 ）
● 耕運機（6.3 馬力　一軸正逆転ロータリー）
● 運搬用トラック（1.5ｔ積）
● 農機具乗降用アルミブリッジ
※トラックのみの貸し出しは行いません。

貸出機械のご案内

● 新規就農者の方
● 事業として農業を始める法人
● 現に農業を営んでいる方
● 過去に農業を営んでいたが、
　再び農業を始めたい方

ご利用いただける方

▶トラクター（ 22 馬力 ）
▶耕運機（6.3 馬力）

泉佐野市では、遊休農地の増加を防ぎ、地域の農業を支えるためトラクターなどの
農業機械をお持ちでない方を対象に「農業機械等の貸出事業」を開始します。

農業機械等の貸出事業を
令和 � 年 � 月より始めます


